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1 2026（令和8年）

　令和7年分までの扶養控除等申告書には「控
除対象扶養親族」を記載していましたが、8年
分以後は、これに特定親族（生計を一にする
19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が
58万円超123万円以下）のうち合計所得金額
が100万円以下の人を加えた「源泉控除対象親
族」を記載するため注意が必要です。

ワンポイント 源泉控除対象親族

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　12日・成人の日

あ
け
ま
し
て

　
　

お
め
で
と
う　

　
　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

国　税／�給与所得者の扶養控除等申告書の提出� �
� 本年最初の給与支払日の前日

国　税／�報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出�
� 2月2日

国　税／�源泉徴収票の交付、提出� 2月2日
国　税／�12月分源泉所得税の納付� 1月13日�

（納期の特例を受けている事業所の7〜12
月分は1月20日）

国　税／�11月決算法人の確定申告� �
（法人税・消費税等）� 2月2日

国　税／�5月決算法人の中間申告� 2月2日
国　税／�2月、5月、8月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 2月2日
地方税／�固定資産税の償却資産に関する申告� 2月2日
地方税／�給与支払報告書の提出� 2月2日
労　務／�労働保険料の納付（第3期分）� 2月2日�

�（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）
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1 月号─2

し
て
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
関
連
し

た
助
成
金
の
ほ
か
、生
産
性
向
上（
設

備
・
人
へ
の
投
資
等
）、
正
規
・
非

正
規
の
格
差
是
正
、
よ
り
高
い
処
遇

へ
の
労
働
移
動
等
を
通
じ
、
労
働
市

場
全
体
の
賃
上
げ
を
支
援
す
る
た
め

の
支
援
策
の
と
り
ま
と
め
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
本
記
事
で
は
、
そ
れ
ら
の

中
か
ら
一
部
を
取
り
上
げ
、
概
要
や

活
用
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

　

後
半
で
は
、
各
都
道
府
県
に
お
い

て
行
わ
れ
て
い
る
賃
金
引
上
げ
支
援

事
業
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
「
賃
上
げ
」支
援
助
成
金 

　
パ
ッ
ケ
ー
ジ

　
「
賃
上
げ
」
支
援
助
成
金
パ
ッ
ケ
ー

ジ
は
、
下
図
の
助
成
金
を
と
り
ま
と

め
た
も
の
で
す
。

　

助
成
金
制
度
は
要
件
や
支
給
額
の

拡
充
・
変
更
、
廃
止
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
情
報

を
入
手
の
上
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

１　
生
産
性
向
上（
設
備
・
人
へ
の

投
資
等
）へ
の
助
成
金

⑴　

業
務
改
善
助
成
金

①　

概
要

　

最
低
賃
金
は
毎
年
の
よ
う
に
引
き

上
げ
ら
れ
て
お
り
、中
小
企
業
に
と
っ

て
は
大
き
な
負

担
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
一

方
で
、
従
業
員

の
生
活
安
定
や

人
材
定
着
の
観

点
か
ら
も
、
賃

金
水
準
の
引
上

げ
は
避
け
て
通

れ
な
い
課
題
で

す
。
こ
の
両
立

を
図
る
た
め
に

活
用
で
き
る
の

が
「
業
務
改
善

助
成
金
」で
す
。

　

令
和
７
年
９

月
に
は
、「
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
の
賃
金
向
上
推
進
５
か
年
計

画
」
の
一
環
と
し
て
の
最
低
賃
金
の

引
上
げ
に
関
す
る
支
援
の
拡
充
が
行

わ
れ
、
業
務
改
善
助
成
金
に
つ
い
て

は
対
象
事
業
者
の
拡
大
、
賃
金
引
上

げ
計
画
の
事
前
提
出
を
省
略
可
能
と

す
る
な
ど
の
措
置
が
採
ら
れ
て
い
ま

す
。

②　

制
度
の
目
的

　

業
務
改
善
助
成
金
は
、
事
業
場
内

最
低
賃
金
を
一
定
額
以
上
引
き
上
げ

る
中
小
企
業
事
業
者
に
対
し
て
、
生

産
性
向
上
の
た
め
の
設
備
投
資
や
人

材
育
成
に
要
す
る
費
用
を
助
成
す
る

制
度
で
す
。
単
な
る
賃
上
げ
支
援
で

は
な
く
、「
生
産
性
向
上
」
と
「
賃
金

引
上
げ
」
を
セ
ッ
ト
で
進
め
る
点
が

特
徴
で
す
。

③　

助
成
内
容

　

助
成
率
や
上
限
額
は
、
引
き
上
げ

る
賃
金
額
や
対
象
労
働
者
数
に
応
じ

て
変
動
し
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
事
業
場
内
最
低
賃
金

を
30
円
以
上
引
き
上
げ
る
場
合
、
対

象
経
費
の
４
／
５
（
事
業
場
内
最
低

賃
金
額
が
１
０
０
０
円
以
上
の
場
合

は
３
／
４
）、
助
成
上
限
額
は
30
～

　

近
年
、
中
小
企
業
を
取
り
巻
く
環

境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
最

低
賃
金
の
引
上
げ
や
人
手
不
足
へ
の

対
応
、
生
産
性
の
向
上
な
ど
、
経
営

者
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
年
々
複

雑
化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
を
受
け
、
国
や
都

道
府
県
で
は
、
中
小
企
業
の
経
営
基

盤
を
強
化
し
、
持
続
的
な
成
長
を
後

押
し
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
支
援

策
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、「
賃

上
げ
」
支
援
助
成
金
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と

「賃上げ」支援助成金パッケージ
生産性向上（設備・人への投資等）

・業務改善助成金
・働き方改革推進支援助成金
・人材開発支援助成金
・人材確保等支援助成金
　（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

非正規雇用労働者の処遇改善
・キャリアアップ助成金
　（正社員化コース、賃金規定等改定コース）

より高い処遇への労働移動等
・早期再就職支援等助成金
　（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）
・特定求職者雇用開発助成金
　（成長分野等人材確保・育成コース）
・産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

賃金引上げ賃金引上げ等のための等のための
中小企業・小規模事業者への中小企業・小規模事業者への

支援事業支援事業



3─1月号

１
３
０
万
円
が
助
成
さ
れ
る
な
ど
、

条
件
に
よ
っ
て
高
い
助
成
率
や
助
成

上
限
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

④　

申
請
の
流
れ
と
ポ
イ
ン
ト

　

申
請
の
際
は
、
事
前
に
賃
金
引
上

げ
計
画
の
策
定
と
労
働
局
へ
の
届
出

を
要
し
ま
す
（
令
和
７
年
度
は
、
計

画
の
事
前
提
出
を
省
略
可
能
と
す
る

特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
）。

　

令
和
７
年
度
申
請
分
は
、
機
器
等

の
納
品
・
支
払
完
了
・
賃
金
引
上
げ

を
令
和
８
年
１
月
末
日
（
事
業
完
了

期
限
）
ま
で
に
終
え
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
活
用
を
お

考
え
の
場
合
は
、
令
和
８
年
度
申
請

に
向
け
て
制
度
に
関
す
る
情
報
を
収

集
し
、
概
要
把
握
や
設
備
投
資
・
人

材
育
成
な
ど
生
産
性
向
上
に
資
す
る

取
組
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
と
よ
い

で
し
ょ
う
。

⑤　

活
用
事
例

　

小
売
業
の
事
例
で
は
、
P
O
S

レ
ジ
と
在
庫
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入

す
る
こ
と
で
業
務
の
効
率
化
を
実
現

し
、
そ
の
成
果
を
賃
金
に
反
映
さ
せ

た
例
、
製
造
業
で
は
、
生
産
ラ
イ
ン

に
省
力
化
機
器
を
導
入
し
て
残
業
時

間
を
削
減
し
、
賃
上
げ
と
働
き
や
す

さ
の
両
立
を
実
現
し
た
例
が
あ
り
ま

す
。

⑵　

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金

①　

制
度
の
ポ
イ
ン
ト

　

人
材
確
保
の
た
め
に
雇
用
管
理
改

善
に
つ
な
が
る
制
度
等
（
賃
金
規
定

制
度
、
諸
手
当
等
制
度
、
人
事
評
価

制
度
、
職
場
活
性
化
制
度
、
健
康
づ

く
り
制
度
）
の
導
入
や
雇
用
環
境
の

整
備
（
従
業
員
の
作
業
負
担
を
軽
減

す
る
機
器
等
の
導
入
）
に
よ
り
、
離

職
率
低
下
を
実
現
し
た
事
業
主
に
対

し
て
助
成
さ
れ
ま
す
。

②　

利
用
で
き
る
企
業

　

中
小
企
業
、
大
企
業
ど
ち
ら
も
利

用
可
能
で
す
が
、
賃
金
規
定
制
度
の

導
入
に
よ
る
助
成
は
中
小
企
業
の
み

が
利
用
で
き
ま
す
。

③　

活
用
例

　

複
数
の
雇
用
管
理
制
度
や
作
業
負

担
を
軽
減
す
る
機
器
等
を
導
入
し
、

賃
上
げ
（
５
％
以
上
）
を
行
っ
た
場

合
、
最
大
２
８
７
・
５
万
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

２　
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
処
遇

改
善（
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
）

①　

制
度
の
ポ
イ
ン
ト

　

非
正
規
雇
用
労
働
者
の
基
本
給
の

賃
金
規
定
等
を
３
％
以
上
増
額
改
定

し
、
そ
の
規
定
を
適
用
さ
せ
た
場
合

に
助
成
さ
れ
ま
す
。

　

助
成
額
は
、
賃
上
げ
を
行
っ
た
非

正
規
雇
用
労
働
者
１
人
あ
た
り
最
大

７
万
円
（
大
企
業
の
場
合
は
１
人
あ

た
り
最
大
４
・
６
万
円
）で
す
。

②　

活
用
例

　

中
小
企
業
が
賃
金
規
定
等
を
５
％

増
額
改
定
し
、
10
人
の
有
期
雇
用
労

働
者
の
賃
金
引
上
げ
を
実
施
し
た
場

合
、
65
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
都
道
府
県
の 

　
　
賃
金
引
上
げ
支
援
事
業

　

国
の
制
度
に
加
え
て
、
各
都
道
府

県
で
も
独
自
の
賃
金
引
上
げ
支
援
施

策
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
厚
生
労

働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（「
最
低
賃
金

引
上
げ
に
向
け
た
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
へ
の
支
援
事
業
」
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
検
索
）
で
は
、
全
国
の
取

り
組
み
を
一
覧
で
き
る
資
料
が
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

⑴　

取
り
組
み
例

①　

専
門
家
派
遣

　

経
営
改
善
や
人
材
育
成
に
関
す
る

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
無
料
ま
た
は
低
コ

ス
ト
で
派
遣
し
、
企
業
ご
と
に
最
適

な
改
善
策
を
提
案
す
る
取
り
組
み
が

あ
り
ま
す
。
特
に
中
小
企
業
で
は
、

外
部
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
大
き
な

推
進
力
に
な
り
ま
す
。

②　

設
備
投
資
や
I
T
導
入
の
助
成

　

国
の
助
成
金
に
上
乗
せ
す
る
形

で
、
県
独
自
の
補
助
金
を
用
意
し
て

い
る
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
業
務
効
率
化
に
資
す
る
機

器
導
入
や
、
ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
の

導
入
支
援
な
ど
が
対
象
で
す
。

③　

研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

　

労
務
管
理
や
賃
金
制
度
設
計
に
関

す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
企
業
の

担
当
者
が
知
識
を
深
め
ら
れ
る
よ
う

に
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。

④　

モ
デ
ル
企
業
の
紹
介

　

地
域
内
で
賃
上
げ
に
成
功
し
て
い

る
企
業
の
事
例
を
広
く
紹
介
し
、
他

の
企
業
の
参
考
に
な
る
よ
う
に
す
る

施
策
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵　

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　

各
都
道
府
県
の
支
援
策
は
、
そ
の

地
域
の
産
業
構
造
や
中
小
企
業
の
実

情
に
合
わ
せ
て
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
の
助
成
金
と
併
用
で
き
る
ケ
ー
ス

も
あ
り
、
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ

り
大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

中
小
企
業
の
経
営
者
や
人
事
労
務

担
当
者
に
と
っ
て
は
、
国
の
制
度
を

知
る
だ
け
で
な
く
、「
地
域
な
ら
で

は
の
支
援
策
」
も
確
認
し
、
最
大
限

に
活
用
し
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。



1 月号─4

　令和7年4月と10月に、改正育児・介
護休業法が段階的に施行され、男女とも仕
事と育児・介護を両立できるように、育児
期の柔軟な働き方を実現するための措置の
拡充や介護離職防止のための雇用環境整
備、個別周知・意向確認の義務化などが行
われました。
　育児・介護休業法の改正対応は、「育児
休業取得状況の公表」（従業員数300人超
の企業が対象）のように対象となる企業規
模の定めがあるものを除き、規模の大小を
問わず適用されるため、担当者を確保しに
くい中小企業にとっては、制度把握や体制
整備、運用等の際に疑問や不安を抱えたま
まとなっているケースもあると思われます。
　厚生労働省においては、「育児・介護休
業等推進支援事業」として、育児休業や介
護休業に関するセミナーや、育休復帰支援
プラン・介護支援プランの導入支援の事業

が行われています。
　たとえば、
・　はじめての育休取得者なので、育休制
度について詳しく知りたい
・　産休・育休から復帰した社員をフォロー
できる体制を整えたい
・　従業員の介護離職を防ぐために準備を
進めていきたい
のように従業員の育児休業・介護休業等に
関する対応をお考えの事業主の方は、ぜひ
ご活用ください。
　セミナー受講、支援予約をする場合は、「育
児・介護休業等推進支援事業」のキーワー
ドで専用サイトを検索し、電話による問い
合わせまたはインターネット上の申込フォー
ムより申込をすることができます。
　なお、育児休業・介護休業制度の社内規
程を設けるときや、社内手続きの様式集を
整備するときは、厚生労働省ホームページ
の「育児・介護休業法について」に、規程
例や様式集などの情報が公開されています
ので参照されるとよいでしょう。

育児・介護休業等推進支援事業

　労働者が労働災害等により死亡・休業し
た場合は、「労働者死傷病報告」を、所轄
労働基準監督署長に提出しなければなりま
せん。発生した災害の状況によって提出期
限が異なっており、死亡災害・休業4日以
上の災害については「災害発生後遅滞なく」、
休業1日以上4日未満の場合は、次のよう
に提出期限が定められています。

災害発生月 提出期限
１月～３月 ４月末日
４月～６月 ７月末日
７月～９月 10 月末日
10 月～ 12 月 翌年１月末日

　10月～12月に発生したものについては、
1月末提出に向けて準備を進めましょう。
　なお、令和7年1月から死傷病報告の提
出は電子申請が義務づけられていることに
もご注意ください（電子申請が困難な場合
は、当分の間、書面による報告も可能とさ
れています）。

1月の労務 ピックアップ  
休業4日未満の死傷病報告の提出
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